
中高年就農支援事業実施要領 
 
 
（趣旨） 
第１条 中高年就農支援事業（以下「本事業」という。）の実施については、熊本県補助金等交

付規則（昭和５６年 熊本県規則第３４号。以下「規則」という。）及び熊本県農林水産業振

興補助金等交付要項（以下「要項」という。）に定めるもののほか、この要領の定めるところ

による。 
 
（目的） 
第２条 他産業との人材獲得の競合により新規就農者が減少する中、国の施策の対象とならな

い５０歳代就農希望者に対する支援を行うことで、新規就農者の確保と定着に資することを

目的とする。 
 
（事業の内容） 
第３条 本事業の事業内容は、別表のとおりとし、県は予算の範囲内で助成する。 
 
（事業実施の手続等） 
第４条 事業実施の手続等は、事業区分ごとに別記１から別記２に定める。 
 
（事業の推進） 
第５条 本事業の実施に当たっては、所期の目的を達成するため、行政、農業団体等の関係機

関は相互の連携に努め、事業の円滑な推進を図るものとする。 
 
（財産の処分の制限） 
第６条 要項第１７条の本事業により取得した財産の処分の制限期間は、農林畜水産業関係補

助金等交付規則（昭和３１年農林省令第１８号）第５条に定める期間を準用する。 
 
（調査・指導等） 
第７条 県は、必要に応じて事業主体等に対し、事業の実施状況及び経理内容等について報告

を求めることができるものとする。 
また、必要があると判断した場合には、関係する資料の提出を求め、現地調査等を実施す

ることができるものとする。この際、事業主体等は、県の求めに応じ調査等に協力するもの

とする。 
 
（補助金の返還等） 
第８条 実施主体は、助成対象者が補助金の交付に関し虚偽の申請をしたときは、知事にその

旨を報告するとともに、補助金の返還等の適切な措置を講じるものとする。 
 
（その他） 
第９条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。 
 
附則 
 この要領は、令和６年７月２２日から施行する。 


